
品川区交通安全対策会議運営要綱 

制定 昭和46年 5月12日 

改正 平成16年 4月 1日 

改正 平成17年 4月 1日 

改正 平成18年 7月19日 

改正 平成19年 4月 1日 

改正 平成20年 3月31日 

品川区要綱第243号 

改正 平成21年 3月27日 部長決定 

品川区要綱第 98号 

改正 平成24年 3月31日 部長決定 

品川区要綱第 69号 

改正 平成27年 3月6日 部長決定 

  （目的） 

第１条 この要綱は、品川区交通安全対策会議条例（昭和46年 4月品川区条例第 8号） 

第６条の規定に基づき、品川区交通安全対策会議（以下「会議」という）の議事その他の運

営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

  （招集） 

第２条 会議は、必要に応じ会長が招集する。 

 ２ 委員は、必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項および理由を付して、会長に

会議の招集を求めることができる。 

 ３ 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所および議題を定め、委員に通知しなけ

ればならない。 

  （組織） 

第３条 会議は、別表（一）に定める者により構成する。 

  （議事） 

第４条 会長は、会議の議長となる。 

 ２ 会議は、委員の３分の２以上の出席をもって成立するものとする。 

 ３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

 ４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員および特別委員以外の者の出席を求め、

その意見をきくことができる。 

  （会議の議事録） 

第５条 会長は、会議について議事録を作成し、次の事項を記載しなければならない。 

 （１） 会議の日時および場所 

 （２） 出席した委員の職名および氏名 

 （３） 議事の件名および概要その他必要と認める事項 

  （幹事会） 

第６条 幹事会は、別表（一）に定める者により構成する。 

 ２ 幹事会は、会長の指示により品川区防災まちづくり部長が招集する。 

 ３ 品川区防災まちづくり部長は、特定の機関にのみ関係する事項について関係幹事による会

議を開催することができる。 

  （庶務） 

第７条 会議の庶務は、品川区防災まちづくり部土木管理課において処理する。 

    付 則 

  この要綱は、昭和46年 5月12日から施行する。 



付 則 

この要綱は、平成16年 4月 1日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成17年 4月 1日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成18年 7月19日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成20年 3月31日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成21年 4月 1日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成24年 4月 1日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成27年 4月 1日から施行する。 



別表 （一） 

名 称  品川区交通安全対策会議

構 成 

会 長  品川区長 

委 員  東京国道事務所長           品川区副区長 

       東京運輸支局長            品川区企画部長 

品川労働基準監督署長         品川区総務部長 

       東京都第二建設事務所長        品川区地域振興部長 

       東京都交通局品川自動車営業所長    品川区子ども未来部長 

       警視庁第二方面本部長         品川区福祉部長 

       警視庁東京湾岸警察署長        品川区都市環境部長 

       警視庁品川警察署長          品川区防災まちづくり部長 

       警視庁大井警察署長          品川区教育委員会事務局教育次長 

       警視庁大崎警察署長 

       警視庁荏原警察署長 

       東京消防庁第二消防方面本部長 

       東京消防庁品川消防署長 

       東京消防庁大井消防署長 

       東京消防庁荏原消防署長 

特別委員 東日本旅客鉄道㈱品川保線技術センター所長 

名 称  品川区交通安全対策会議幹事会

構 成 

幹事長  品川区防災まちづくり部長 

幹 事  東京国道事務所建設専門官       品川区企画部企画調整課長 

     東京運輸支局首席運輸企画専門官    品川区企画部広報広聴課長 

品川労働基準監督署方面主任監督官   品川区総務部総務課長 

       東京都第二建設事務所管理課長     品川区地域振興部地域活動課長 

       交通局品川自動車営業所副所長     品川区子ども未来部子ども育成課長 

       警視庁第二方面本部管理官       品川区福祉部高齢者地域支援課長 

       警視庁東京湾岸警察署交通課長     品川区都市環境部都市計画課長 

       警視庁品川警察署交通課長       品川区都市環境部環境課長 

       警視庁大井警察署交通課長       品川区防災まちづくり部土木管理課長 

       警視庁大崎警察署交通課長       品川区防災まちづくり部交通安全担当課長 

       警視庁荏原警察署交通課長       品川区防災まちづくり部道路課長 

       東京消防庁第二消防方面本部指揮隊長  品川区防災まちづくり部公園課長 

       東京消防庁品川消防署警防課長     品川区教育委員会事務局庶務課長 

       東京消防庁大井消防署警防課長     品川区教育委員会事務局教育総合支援センター長 

       東京消防庁荏原消防署警防課長      

  特別幹事 東日本旅客鉄道㈱品川保線技術センター副所長 


